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Abstract:Anoccupationaltherapistisastaffwhoengagesinamedicaltreatment.

Consequently,theclinicalpracticeislimitedtomedicaltreatmentinstitutionsbythe

speci丘edrule.However,asubjectlayerofrehabilitationexpandsrecently,andthe

scopeofthejobspreadsfrom medicalareatowelfarearea.Thecooperationof

variousprofessionalstaffsisnecessary.Therefore,alimitationofthetraditional

waysofclinicalpracticerises.Wehaveanalyzedthepresentstateofclinicalprac-

ticeinthispaper.Themainissuesinthetraditionalwaysarethatastandardof

attainmentisambiguous,andthatthepurposeofclinicalpracticeisaimedattrain-

ingastudenttobeanexpertstaffimmediatelyaftergraduation.Becausethecon-

tentforlearninghasincreased,itcannotobtainenoughegectbythetraditional

clinicalpractice.Mentalandphysicalburdensofclinicalleadersgetlargerthanthe

effectofaclinicalpractice.Mentalburdenofastudentalsoislargerthanthe

educationalegect.

Therefore,wehavechanged"theclinicalpractice"to"the丘eldworkeducation."

Thenew standardofattainmentandmethodsareasfollows.

1.toprovidetheclinicalplaceandmakeastudentbeawareofthepersonal

taskforbecomlnganOCCupationaltheraplSt

2.todisposeastudenttotheclinicaloccupationaltherapyasanearlyexposure

soonaftertheadmission

3.toadoptanimitationlearnlng,aSOCiallearnlngandagrouplearnlnginstead

oftheindividualpractice

Keywords:Fieldworkeducation,Occupationaltherapy,Earlyexposure,Social

learnlng
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は じ め に

作業療法士が医療職として位置づけられてい

るため,臨床で働 く作業療法士の8割あまりは
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表 1 臨床教育に関する条件の対比

厚生省指定規則 WFOT教育最低基

準実習時間 810時間 1,0

00時間実習施設 ･作業療法全般にわたる臨床実習を行うこと ･各種病院,各種機関,家庭

または職場,也ができる病院･前号の実習施設として利用する病院の他に,病院叉は診療所を実習施設とする場合においては,それらは,作業療法を必要とする患者を収容する病院叉は文部大臣及び厚生大臣が作業療法の臨床実習を行うのに適当な診療所 として別に定めるものであること(荏) 域のセン

ターなど様々な環境実習指導者 ･作業療法に関し,相当の経験を有する作業療法士,少なくとも一人は免許を受けた後3年以上業務に従事 した者

･有資格の作業療法士{刃刃人口 ･実習人員と当該施設の実習指導者数の対比 ･1対 1で
あることが望ましいが,学生の訓芙白 貝 は2対 1程度とすることが望ましい 練

や能力のレベルに従って変更 してもよい実習内容,対象 ･指導作業療法士の責任と指導の下に,偏 り
･全ての年齢集団の患者,男性 と女性の患者,なく各疾患,各病期,各年齢層の患者

につ 急性期,回復期,及び家庭 .職場 .社会的いて身体的,心理的,社会的状況を十分把握

し,作業療法を行う 環境への復帰期の段階にある患者注 :作業療法の臨床実習を行うのに適

当な診療所は,次の各号に掲げるものとする (文 ･厚告 1)･児童福祉施設最低基準第92

条の9に規定する肢体不自由児通園施設に設置された診療所･身体障害者福祉法第29条に規定する肢体不自由者更生施設に設置された

診療所医療機関で勤務 し1･2',臨床教育 (実習

)も,規則3)により医療機関に限られている

｡ しかし,医療の高度化,高齢化などによる,

リハビリテーション対象層の拡大,地域リハビ

リテーションの進展による保健 ･医療 ･福祉と

いった従来の領域を超えた連携の必要性,職域

の拡大により,臨床教育 (以下本稿では,特に

臨床実習と呼称されてきた場合を除き,臨床を

利用 した実習を臨床教育 とする｡理由は後述す

る｡)のありようが問われるようになった｡加

えて,作業療法学科や養成校新設による学生数

の急増により,現

行の実習形態が限界にきているという切実な現

状もある｡本稿では作業療法教育基準を踏ま

えながら,臨床教育指導者会議における指導者

の意見,その他既存の調査資料などによる現状

の問題分析をおこなった｡さらに,数年前より

いくつかの施設の協力で試みている臨床教育の新 しい方法 につ

い

て提案する｡臨床教育 (実習)の基準に

ついて1963年に国立療養所東京病院附属

リハビリテーション学院が開設され,わが国の作業療

法士養成がはじまった｡そして1965年 (昭

和40年)に身分法 ｢理学療法士及び作業療法

士法｣が制定され,リハビリテー

ション医療に従事する専門職として法的身分

が確立した｡臨床教育に関 しては,世界作業療

法士連盟(WFOT)のミニマムスタンダーズ (教育最低基準,1958年初版,1963,1971,1985,19

90年改訂)4'と,厚生省指定規則及び養成施設指導要

領 (1972,1989年改訂)3)に基づいて

おこなわれている｡ 双方の最も新 しい基準を対

比させると表1のようになる｡臨床実習時間はWFOT

の1,000時間に対 し,厚生省指定規則では1972年

の改正で1,0



山根 寛,他 :作業療法における臨床教育のあり方

表 2 一般的な臨床教育の形態

日本の一般的状況 米国の認定プログラムと一般的状

況実習時間 大半が見学実習,評価実習,最終実習を含めてWFOT基準の1,000時間に準拠 最低6か月 (94

0時間)臨床実習の種類 見学実習 :

臨床教育Ⅰ:数日から1週間の見学を1 (1,2)年時 作業療法のプロセスや役

割を知ることを目的に,2- 3領域に対して実施 に,作業療法士以

外の専門職種も指導○大評価

実習 : 学の授業の一部○2-3週間の評価を目的

とした実習を2 臨床実習Ⅲ:(3)年後期に,2-3領域に対して実施 専門職

としての意識の育成,作業療法評価,最終実習 : 治

療のレパートリーを広げることを目的に,6-9週間の評価から治療計画立案,治療実

3か月を2回,卒後24か月以内に終了○内施まですべてを行う実習を3 (4)年時に,

2-3領域に対して実施 3か月は

フルタイム○実習担当患者数 1-3名を担当実習領域 身体障害,精神障害,発達障害 (施設が少なく実施

していない学校もある)の3領域が主 医療施設以外でも可能教官の関与 評価実習では施設を借りて教官が指導するこ 臨床実習Ⅲは臨床指導者が全責任を負うが,とともあるが,大半は実習期間中に1度訪問 大学には実習担当選任教

官がいて調整役をしする程度で,臨床指導者に任せている○ ている○実習施設 学校がある都道府県内でほぼまかなえている 臨床実習Ⅰは近隣の施設○臨床実習Ⅱは全米のは開設年次の古い学校数枚程度,大半が仝 に渡り,各大学の契

約施設から学生が選択し国数ブロックにまたがっている○ 指導教官を通して実習契約○

*()内の数字は,4年制大学もしくは通信教育との併合による4年制の養成施設の場合

間になった｡厚生省指定規則の時間が約200

時間あまり少ないことに対 しては, 日本作業療

法士協会がおこなったアンケー トでは,臨床実

習時間はWFOTの基準に合わせた方がよいとい

う意見 と指定規則のままで よいという意見が相

半ばしている5)｡基準 に合わせたほうがよい理

由としては,WFOTの認定基準に沿 うべ き

というものと臨床教育の効果-の期待であった｡

そ して,合わせなくてもよい理由は,養成校が

急増 し実習施設が不足 して

いる,時間より内容,実習より専

門科目の時間不足の方が問題であるといったも

のであった｡臨床教育の現状

当校の主な実習施設のある近畿圏内の近年

の実状,毎年おこなっている実習指導者会議及び

他校や日本作業療法士協会がおこなった調査結

果5-7),全国理学療法士 ･作業療法士学校養成施

設連絡協議会の調査やさまざまな領域の実習指導者,教官の経験など8-14)をみても,多少

の地域差はあるが,実習施設が多 く臨床指導者の

豊富な関東地区の一部を除いては,ほぼ全国的

に似たような現状にある｡1.臨床教育の形態

実習形態に関 しては,定貞80名 という大規模

校15)で新 しい読みがなされているが,それ以外

は各学校 とも大 きな差は見 られなかった｡大半が数 日から1週間程度の見学実習, 2, 3週間

の評価実習, 6-9週間のインターン実習 (

最終学年時の実習)を,それぞれ数領域でおこ

なっている｡ 文部省系の短大,大学では,カリ

キュラム上,見学実習や評価実習の時間が十分

とれず,イ
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表 3 臨床教育における問題点と原因

問 題 点 原

因学校及び教官 1.実習時期,期間が学校によって異なる 1.カリキュラム,学校間の調整,臨

床教育の2.実習の達成目標が不明確 位

置づけの違い3.実習時間の減少と学校間差 2.臨

床教育の位置づけ4.教育内容に学校間の格差が大きい 3.指定規

則とWFOT基準の差5.実習に対するフィー ドバックがない 4.カリ

キュラム,教官の構成 .質6.実習計画が不明確 5.臨床教育の位置づけ,

連携6.臨床教育の位置づけ実習施設及び 1.指導時間の不足 1.臨

床指導者の位置づけ,実習形態の問題2.臨床指導者の力量

の差 2.臨床指導者の育成,位置づけ3.施設または指導者間で評価基準が異なる

3.臨床教育の位置づけ,達成目標が不明確,実習指導者 4.実習施設及び指導者の不足 フィー ドバック,臨床導者の育成4.新 しい職種の避けられない

課題,実習形態の問題,臨床経験者の教育への移動学 生 1.知識,技
術の不足 1.個人の問題,教育内容,実習指導者の要求2.臨床指

導者の力量の差 レベル(達成目標の問題),実習形態の問題3.与えられた課題 しかしない 2

.個人の問題,実習に対する認識の不足3.受動的

学習,意欲などまでの合計でWFOTの1

,000時間を満たすように工夫している｡ わが

国の一般的な臨床教育の状況と参考に米国作業療

法士協会 (AOTA)のガイ ドライン16)の

抜粋 と佐藤が紹介 した現状ユ7)の要約をまと

めたものを表2に示す｡実習の時期は,見学実

習が 1年時 (4年制学校では1, 2年時),

評価実習が 2年時 (4年制学校では3年時),

インターン実習が3年時(4年制学校では4年

時)に実施されている｡実習施設は,開設の古

い学校では学校を中心とした近隣の施設でおこ

なえているが,新設校は全国規模で実習施設が

点在しているところが多い｡例えば東北の養成

校では,北海道から関東甲信越,中四国の養成

校では,沖縄から関東といった具合である｡ ほ

とんどの学校が付属病院的な施設を持っていな

い｡もっとも,作業療法の対象が多岐にわたること

,医療から保健,福祉と職域が広いため,2

,3の附属病院的な施設では実習全域を充た

すことは不可能である｡また実習は,表 1の基

準のように医師が常勤する診療機関でおこなわ

れており,保健福祉施設における実習は,そうした診療機関が併設して いる施設で副次的にお

こなわれている｡ 実習指導者数と学生数の比は

,大半は1村 1で,複数指導者が居る施設でも

個別担当性を採用しているところが多い｡実

習の達成目標は,学校によっては明示 している

ところもあるが,大半はWFOTの基準を参考

に作業療法士協会が参考として作成した実習評価

基準に準じた形態でおこなわれている｡学生が

1-2,3名の患者を個別に担当し,評価 し

,治療計画を立て,治療を実施し,記録報告を

おこなうというものである｡ これは,卒業と

同時に即戦力としての養成が

必要であった当初からの実習形態である｡2.臨

床教育 (実習)の問題現状の臨床教育 (実習

)における主な問題を,学校及び教官,実習施

設及び指導者,学生に分けて整理し

たものを表3,図 1に示す｡また,問題の主な

原因も合わせて示した｡問題の原因はさまざ

まな要因が相互に関連しているが,当面の解

決の対象となる原因は大きく2点に絞 られる｡

第 1点は,臨床教育 (実習)を卒前教育としてどのような位置



山根 寛,他 :作業療法における臨床教育のあり方

指定規則とWFOT基準の差

r~"-"""""一日‥日日="ヽ

し作業療法士供給不足 ｣

:↓

し華 軍華子､_誓 三

′.

臨床教育の位置づrlか不明確

達成基準か提示されない

時期,期間の異なり

教育内容の学校間格差

指導者の不足

実習引き受けへの抵抗

臨床指導者の位置づけが曖昧

指導者研修か不十分

指導者間の力量の差

rHHHHHHHHHHH H H H~､＼
即戦力養成の 実 習形 態 ｣

実習形態の不適切さ 評価基準の異なリ

臨床指導者の精神的物理白勺負担

臨床教育効果の効率の悪さ

患者への

負担図 1 臨床教育における問題

の関連な位置づけがなされていないため,カリ

キュラムの中では大きな比率を占め,しかも実

習に関しては臨床指導者に一任に近い形で預け

ているにもかかわらず,臨床指導者は暖味な位

置づけ(処遇)のまま扱われ,十分な研修体制

もとられていない｡そのことが,臨床指導者の

力量の差,施設や指導者間の評価基準の異なり

,学校と臨床指導者の役割の不明確さ,達成目

標の混乱,実習形態の不一致,実習期間の不統一

など,さまざまな問題を引き起こして

いる｡第 2点は,実習の位置づけや達成目標

とも関連する実習形態に関するものである｡ 現

在行われている実習の多くは,当初の即戦力を

育てることが必要だった時期の形態を引き継ぎ

,指導者が学生をほぼ1対 1で指導しながら,

学生に評価から治療計画,治療の実施まですべて

任せ,6-9週間の実習期間ですべてがおこな

えるように指導するという方法が とられてい

る (秦2)｡時には先入観を抱かせずに白紙の

状態で対象者に会うため,患者のカルテもしば

らくは見せず,具体的なモデルも示さないとい

う方法もとられている｡ これは,現在の臨床指

導者が受けてきた実習の形態でもある｡ こうした方法 は,即戦力の養成に向け,学生の実力を

評価すると同時に,学生自らが試行錯誤 し能動

的に学習に取 り組むということに焦点が当てら

れているためと思われる｡ そのために,対象患

者の選択にはじまり,不十分な知識や技術 しか

ない学生に任せながらおこなう指導に対し,臨

床指導者は大きな精神的負担や時間的負担を負

うことになる｡ ひいては実習施設や指導者の不

足にもつながっている｡学生にとっては,こう

した実習を乗 り越えたものは,確かに学内の講

義では期待できない大きな成長を遂げる｡ しか

し,一方で,模倣学習などの段階を経ず,初期

評価や治療計画のレポート作成に多 くの時間を

費やしてしまい,患者にも負担をかけ,治療の

経験が少なくなる学生も多いという結果を招いて

いる｡新 しい職種に見られる過渡的現象ではあろ

うが,新設校が急増 し,臨床である程度経験を

積んだ指導者が次々と教育に引き抜かれるとい

う事情もあり,臨床教育の適正化は遅れ,ここ1

0数年莱,同じ問題】8-2こう)が続いて

いる｡3.臨床教育 (実習)

の利点臨床教育 (実習)が,多 くの問題を抱

えながらもカリキュラムの中で大きな比重を占

めてい一 1
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るのは,臨床教育 (実習)でしか得られない利

点があり,実際に臨床に従事する前に欠かせな

いプロセスだからである｡

臨床の場における実習は,学生にとっては机

上で学習したことがどのように理解できている

か (自分の学習の現実検討),また,学生自身

が作業療法士になるにあたって,どのような学

習をすればよいか (学習に対する課題の明確

化),そして進路の検討の指針にとっても欠 く

ことのできないものである｡ 学校にとっては,

学内で提示できない具体的な実例を通した学習

の場となる｡ 人に関わる技術,具体的な疾患や

障害の理解は,机上の学習では知るということ

まではできても,わかるという体験が困難なた

めである｡

実習を受け入れる側にとっては,時間的には

大きな負担を負うことになるが,負担だけでは

ない｡経験のある臨床指導者は,新卒者の採用

にもつながる自分たちの後輩の育成,新 しい知

識や技術の情報が実習指導を通して得られる,

職場の活性化になる,学生指導を通したスタッ

フの教育の機会になる,施設における作業療法

の啓蒙手段になる,社会資源としての学生の利

用といったことなどを,実習を受け入れる利点

として述べている｡

4.臨床教育 (実習)の必要性

さまざまな課題を抱える臨床教育であるが,

卒後,臨床の場で先輩の手ほどきを受けながら

育っていくということが難 しい一人職場,少数

職場での勤務が多い作業療法の就労事情が,依

然としてある｡ 即戦力を育てるという切迫 した

当初の状況は変化 したものの,職種の構造的課

題である｡したがって,即戦力とまでいかなく

ても,実際にどのようにすすめればよいのか具

体的な手順を,卒前に臨床にそって経験 してお

くことは欠かせない｡単なる見学ではなく,模

倣学習をしながら実際に経験するということが

重要である｡

臨床教育の提案

臨床教育の問題は,当面おこなえるいくつか

の解決策と制度も含めた抜本的な改革が必要な

ものとがある｡ 当面おこなえるものは,臨床教

育の位置づけと形態の問題である｡ 本稿では臨

床教育に村する提案として,実習は臨床の場を

利用した教育という視点から,筆者らが試みて

きた方法を紹介 し,合わせて今後の課題を提示

する｡

1.位置づけについて

臨床教育と臨床実習という言葉を特に定義す

ることなく使用 してきた｡臨床における実習を

どのように位置づけるか,用語の定義の問題で

もあるが,筆者らは clinicalpracticeという枠

を超えて fieldworkeducationとしての臨床教

育を提唱する｡ 現在必要とされている卒前教育

の内容と量からすると,臨床実習を通して即戦

力を育てるという,作業療法がわが国に導入さ

れた当初の目的は現状にそぐわなくなっている｡

医学の進歩と共に対象層や対象領域が増加し,

それにともなって学習量も増えており,実習領

域も従来の身障,精神,発達障害といった分類

ではおさまりきらなくなっている｡

したがって,即戦力の養成ということより,

実際に対象者にふれることでしか得にくいもの

を学習する,自分の知識や技術のレベルを確認

し,専門職になるにあたっての課題を明確にす

るといったことに教育の主点を置くほうが実際

的である｡

2.臨床教育のあり方について

臨床教育の試案を表 4に示す｡これは,9年

前から,実習の時期や教官の関わり方など様々

な形態を試み,本学が現在おこなっているもの

を修正したものである｡臨床見学 (見学実習に

あたる),臨床教育 Ⅰ (評価実習にあたる),臨

床教育Ⅱ (インターン実習にあたる)の3段階

とした｡

臨床見学は,入学後できるだけ早い時期に半

冒-1日程度の見学を数人単位のグループでお

こなうものである｡学内での講義に対し日的意

識を持っておこなえることを目的とした,早期

の臨床体験 (earlyexposure)にあたる｡ 指導

者は作業療法士以外の関連専門職種でもよい｡
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表 4 臨床教育の試案

臨 床 見 学 臨床教育Ⅰ 臨床教

育Ⅲ実習目的 早期臨床体験 評価の手順理解と模倣学習 評価-治療の実践体験

と模倣学習実習時期 1年時早期,以後適宜 2 (3､)
年時後半 最終学年期間等 1か所につき半日～1日 1領域につき2週間程度

1領域につき6-9週間程度実習領域 偏りなく主な領域を2-3 医療施設を中心に2-3領域 幅広く経験できるようにするが,全体の

1/2は医療施設で行う02-3領域担当患者 持たない 1人で1名,もしくは数名で1 可能なら1人で1,2名担当

する名 が,部分担当を広く取り入れる○指導者と 教官,臨床指導者,その他関連 原則として教官の責任で行い, 達成目標や基本的な実習計画を専門職 必要に応じて臨床スタッフの援 学校側で作成,実際の指導

は臨役割 助 床指導者の裁量に任せ,必要に応じて教官が連携学習形態 グループ見学と体験報告レポ- グループによる模倣学習

と個別 個別の模倣学習,部分担当,グト作成,体験報告 の ループ学習

など実習地域 問わない 付属施設もしくは近隣の契約施 教官との連携

を考えれば,現状-lLL]{ では教官が日常的に連携可能な近隣の施設で行

うのが適切*()内の数字は,4年別大学もしくは通信教育との併合による4年制の養

成施設の場合しか し,ほとんど知識がない状態

での臨床 との出会いであるため,印象 も強いが

誤った認識を抱 くこともある｡ そのため,見学

後は体験報告とともに疑問などを十分に言葉に

する最終のフィー ドバ ックミーティングを教官

とともにおこなう｡ この 1日程度の臨床見学は

,早期臨床体験後 も適宜取 り入れることで,学

内での講義をより効果的にすることがで きる｡ 当

学科では,入学直後にセ ミナーを組み合わせた

1日見学 を1回,

2年時の夏期に身体障害,発達障害,棉神障

害の 3領域に対 しそれぞれ 1日見学を 1回おこ

なっている｡臨床教育 Ⅰは,作業療法評価の

手順 を実際の症例 を通 して理解 し,具体的な方

法を模倣学習することを目的におこなう｡ 作業

療法関連基礎科目 (基礎医学)や作業療法専門

科目のうち評価や治療に直接関係の深い科目の

講義が終了 した時期に,原則 として教官の指導の

元に実施する｡ 人的にゆとりがあれば学生 1人

に 1名の患者でもよいが,学生数名 (3, 4名が妥当)を グループとし1名の患者に対 して

指導者の元に模倣学習をおこなう｡ 学習はグル

ープでおこなうが, レポー トは個々に作成する

｡そ して,体験報告のセ ミナーを持ちグループ

フィー ドバ ックをおこなう｡ 臨床指導者の協力

を得て教官が直接指導する

ことを原則 とするため,本来なら付属施設で,

そうでなければ近隣の契約施設でおこなうこと

が望 ましい｡臨床教育 [は,実践 と模倣学習

を通 して,医療の知識を基盤 とした心身の基本

的機能や生活上の能力 と障害,環境 との相互作

用など対象者の くらし (生活)の質を高めるた

めの評価から具体的な治療 ･援助計画とその実

施 までを幅広く体験 し,専門

職になるための今後の自己課題を明確にすること

を目的とする｡ したがって実習の時期は最終学年に

なる｡指定規則や WFOT基準 との関係で,

6週間を3回, 8週間を3回,9週間を2回といった
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医療機関を中心に8-9週間のフルタイムで実

習することが必要である｡ 残 りの実習は,同形

態で他領域でおこなうか,もしくは多少期間を

短縮 してでもフルタイム実習以外の対象や領域

に対 して幅広 く経験するという方法も考えられ

る｡ ただ,各養成校が大綱化の中でそれぞれに

異なった期間と達成 レベルでおこなえば,受け

入れ先は大変になるので,臨床教育Ⅲに関して

は,作業療法士協会 もしくは県士会連絡協議会

レベルで基本モデルをある程度統一することも

検討 しなければならない｡

1名の患者の評価から治療まで学生が 1人で

おこなうという従来の方法から,模倣学習を取

り入れながら部分担当制を取 り入れる｡ これは

A氏に対 して評価 をおこなう,B氏の治療 目

的を理解の上その一部を担当する,といった方

法で全体の作業療法 プロセスを学ぶ形式である｡

また,これまでの指導者 と学生が 1対 1-2と

いう形態から1対 2-4という形態にし,学生

同士のグループ学習,グループ課題を積極的に

取 り入れるようにする｡ 教育効果と臨床指導者

の負担軽減をねらったものでに,実際に試みた

結果, 1村 1でおこなうより指導者だけでなく

学生にとっても負担が少なく効果的であった｡

学生のグループも同 じ学校ではなく,いくつか

の学校の学生をグループにする試みをおこない,

良い結果を得ている｡

そして,細部の技術的なことであるが,精神

科などでは,｢人 とつ きあう練習に,この学生

さんと○○週間過ごしてみませんか｡そして何

が困るか,どんな感 じか,試 してみましょう｣

といった形で,患者の負担を軽減 しながら学生

を対人的な社会資源 として利用するといったよ

うな方法も試み,良い効果を得ている｡いずれ

にせよ,すべてを白紙で学生に任せるという方

法の,双方-の負担 を軽減 し学習効果を高める

ことを意図したものである｡

3.今後の課題

臨床孜育施設指導者の慢性的不足という状態

が続いているため,十分な検討がなされないま

ま現在に至っているのが,偽 らない現状である｡

急には無理なことは承知であるが,新設校急増

が収まってきたことからも,近い将来を考えれ

ば,すでに検討を始めなければならない課題が

いくつかある｡主なものは,(ヨカリキュラムの

中における臨床教育の位置づけを指定規則で,

大綱化で不可能なら米国のように作業療法士協

会として提示する｡

②臨床教育指導者を資格認定 し,非常勤講師

として,もしくは臨床教授や臨床助教授などの

ような位置づけで任用するなど,臨床教育をお

こなうことが自分の技術の証であったり誇 りと

なるような何 らかの格付けを図る｡

(参そのための指導者研修システムを卒後教育

の一環 として,作業療法士協会と都道府県県士

会連絡協議会が協力 してつ くる｡

④大綱化による学校間の自由裁量 もあるが,

基本的な臨床教育ガイドライン,いくつかのモ

デルを作業療法士協会が提示する｡

(9県士会やブロック連絡協議会 (組織されて

いないブロックもあるが)レベルで組織 として

実習時期や人数等の調整をおこなうシステムを

つくる (従来機能 していたところも新設校ラッ

シュで形骸化 している)｡

などである｡今後の課題については, 1教育機

関の工夫でおこなえるものではないため,作業

療法士協会や学校間の連絡協議会などに諮って

いく必要がある｡

お わ り に

作業療法という職種の特性上,卒前の臨床教

育は重要な位置を占めている｡ 需給のバランス

が安定すれば,なおさらに基礎教育として適切

な指導が必要となってくる｡ 本稿では従来の即

戦力養成 ということにとらわれない,より実践

的で効果的な臨床教育のあり方について示 した｡

本稿は,1997年度京都大学教育改善推進費 (学良

裁量経費)による研究を基に,作業療法学科の臨床

教育に関してまとめたものである｡
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